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第 1 章 計画の基本的事項 

第 1 節 計画の背景と目的 

1 計画の背景 

平成 7 年 1 月 17 日に発生した阪神・淡路大震災は、ほとんどの住民が就寝していた午前

5 時 46 分に発生したため、死者の大部分が建物の倒壊によるものだった。 

同震災による建築物の被害状況についての多くの調査・分析によると、現行の建築基準

法の構造基準（以下「現行基準」という。）を満足していない昭和 56 年 5 月以前、いわゆる新

耐震基準の施行以前に着工された建築物の被害が甚大であることが明らかとなった。 

このため、既存建築物の耐震診断・耐震改修を促進することを目的として、平成 7 年 10

月に「建築物の耐震改修の促進に関する法律」（以下「耐震改修促進法」という。）が施行さ

れ、高知県でも平成 15 年 12 月に既存建築物耐震改修促進・実施計画【高知県版】（以下

「旧県計画」という。）を策定した。 

その後、新潟県中越地震（平成 16 年 10 月）、福岡県西方地震（平成 17 年 3 月）など、

近年、各地で大規模な地震が発生し、東海地震、東南海・南海地震等の発生の切迫性が

指摘されていることから、地震による死者数を半減させること等を目的に、建築物の耐震化

をより一層促進する必要性から、平成 17 年 11 月に耐震改修促進法が改正され、翌年 1 月

26 日に施行された。 

県ではこれに対応するとともに、旧県計画の実施計画の見直し時期を迎えていることから、

①法改正で新たに加わった特定建築物を実態把握対象に加え、②住宅・特定建築物の用

途・規模に該当する建築物の耐震化目標を設定することとし、③旧計画になかった高知市

内の建築物も計画対象とする等、旧県計画を修正・拡充し、新たな高知県耐震改修促進計

画を策定することとした。（別添資料 1 参照：特定建築物に係る制度変更概念図） 
 
2 計画の目的 

「高知県耐震改修促進計画」（以下「県計画」という。）は、地震による建築物の被害及び

これに起因する人命や財産の損失を未然に防止するため、昭和 56 年 5 月以前に建築され

た、現行基準を満足していない建築物のうち、主として住宅及び特定建築物を中心に、耐

震診断・耐震改修を総合的かつ計画的に進め、本県における建築物の耐震化を図ることを

目的とする。 

 
第 2 節 計画の位置づけ等 

1 計画の位置づけ 

県計画は、国が示した基本方針（平成 18 年 1 月 25 日付け国土交通省告示第 184 号）

に基づき、県内の既存建築物の耐震診断・耐震改修等に関する施策の方向性を示す計画

であり、「高知県地域防災計画（震災対策編）」（平成 18 年 5 月改定）の関連計画となるもの

である。 
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また、県内の市町村の市町村耐震改修促進計画は、県計画を勘案して策定することとする

（詳細は第 6 章第 1 節のとおり）。 

図表 1 本計画の位置づけ 

2 

、平成 18 年度から平成 27 年度までの 10 箇年とする。なお、必要に応じて概

ね

 
3 耐震化の目標を設定する建築物について 

る用語の定義は、それぞれ下記のとおりとする。 

「新 が抜本的に見直され、

市
町
村

新築建築物対策

既存建築物対策

県

建築基準法 耐震改修促進法

地域防災計画
震災対策編

耐震改修促進
計画

地震防災対策
推進基本計画

法
律

災害対策基本法

地震防災対策
推進計画

東南海・南海
地震

対策特措法

国

高知県地域防
災計画

防災基本計画

計画期間 

計画期間は

3 年ごとに計画の見直しを行うものとする。 

（1）用語の定義 

県計画におけ

耐震基準」：昭和53年6月の宮城県沖地震後、従来の耐震基準

昭和56年5月に大改正されたもの。 
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「既 に建築され、「新耐震基準」を満たしていない建

「特殊建築物」：建築基準法第2条に規定されている用途の建築物で、病院、ホテル、学

「特 庁）」：建築主事を置く市町村の区域においては当該市町村の

「特 5 月 31 日以前に建築された、耐震改修促進法第 6 条第 1 項

「重 により、また、地域防災計画の趣旨

建 物 の 用 途 等 建 築 物 の 例 

存建築物」：昭和56年5月31日以前

築物。 

校などのように不特定又は多数の人が利用する建築物。なお、そのうち特定行政庁が

指定する一定規模以上のものは、定期報告の対象となる。（別添資料2参照：定期報

告対象建築物一覧） 

定行政庁（所管行政

長をいい、その他の市町村の区域については知事をいう。高知県では、高知県知事と

高知市長で、耐震改修促進法に基づき特定建築物の所有者に対し、指導・助言・指示

等を行うことができる。 

定建築物」：昭和 56 年

各号に基づく建築物。所有者に対し、耐震診断及び耐震改修の努力義務が課せられ

ている。（別添資料 3 参照：特定建築物一覧） 
点建築物」：用途や規模など建築物の個別の特性

を踏まえ、「既存建築物」の内から設定した下表の建築物をいい、旧計画の施策を引き

続き行っていくものとする。 

  

①復旧拠点施設 

 

県・市  

救援・救護施設

町村災害対策本部等

消防署、警察署 

災害拠点病院等 

避難所に指定され

民館等 

 

ａ．機能確保が必要

③ライフライン管理施設 
ス・電気等の管理施

なもの 

水道・ガ

設等 

に
よ
る
設
定
及
び
優
先
度 

等の利用するもの 
 

老人保

養護学校、児童福祉施設、保

育所等 

規
模

設
定

 

．その他 

規模：3 階以上、かつ 2,000 ㎡以上の建築物 

域：密集住宅市街地整備促進事業等により防災上特に

及
び
地
域
に
よ
る

及
び
優
先
度

 

ｃ
 

地

重要な区域と位置付けられた場合、その区域内の

建築物 

住宅」：

②避難施設 
た学校・公

用
途

ｂ．災害時要援護者
④各種福祉施設 

健施設、老人ホーム、

「 建て方（一戸建・長屋建・共同住宅）、種類（専用・併用など）、利用関係（持家・

「多 て住宅と並んで耐震化の目標を設定する

「公 や防災上重要な施設等とな

貸家・分譲住宅など）を問わず、住宅全般。 
数の者が利用する建築物」：県計画におい

建築物で、特定建築物の用途・規模に該当する建築物。 
共的建築物」：地震などの災害が発生した場合に避難所
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る、学校・体育館・病院・集会場・庁舎・公的住宅等及び災害時に自らが避難すること

が容易ではない人達に利用される老人ホーム等の社会福祉施設・幼稚園・保育所をいう。 
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揺れ
19%

火災
2%

崖崩れ
7%

津波
72%

人 死亡原因 

揺れ
38%

火災
3%

崖崩れ
12%

液状化
3%

津波
44%

 
2）目標等を設定する建築物 

る建築物、③公共的建築物について目標等を設定する。 
 

3 節 想定される地震の規模、被害の状況等 

100 年から 150 年の間隔で発生すると言

わ

（軟弱地盤などで

は

年 3 月高知県）によると、南海地震が発生し

た

害(注)（H16.3.第 2 次高知県地震対策基礎調査から）

（注

○建物被害 

 81,712 棟 

 

○人的被害 

  9,627

 

（

①住宅、②多数の者が利用す

第

土佐湾沖の南海トラフを震源とする南海地震は、

れており、国の「地震調査委員会」は、2007 年 1 月 1 日を基準日と算定して、今後 30 年

以内に発生する確率を 50％程度、50 年以内では 80～90％と公表した。 

本県では、次の南海地震が発生すると、沿岸に近い地域では震度 6 強

震度 7）から震度 6 弱、その他の地域でも震度 5 強の強い揺れが、約 100 秒間という非常

に長い時間にわたって続くと想定されている。 

「第 2 次高知県地震対策基礎調査」（平成 16

場合、本県では、死傷者約 20,400 人、全壊・半壊建物約 167,600 棟の甚大な被害が想

定されている。特に、想定死者数については、約 9,600 名のうち、津波によるものが 7 割、揺

れ（建物倒壊）によるものが 2 割、その他火災や崖崩れによるものとされている。（別添資料 4

参照：想定される地震動及び建物被害想定） 

図表 2 南海地震により高知県に想定される被
） 早朝の発生で、津波避難意識が低い場合の被害 

 
建物被害の原因 

全壊  

半壊   85,922 棟 

 

 

 

死者  

負傷者  10,766 人 

 
 
 
 
 



 

第 2 章 建築物の耐震診断及び耐震改修の実施に関する目標 

年住宅・土地統計調査によると高知県内の住宅総数は 318,400 戸である。このう

ち

データが存在しないため、全国の耐震化状況の率を基に、

住

調査より） 

2 多数の者が利用する建築物 

平成 18 年度の高知県調査によると、多数の者が利用する建築物（国・政府機関所有等

にある道路を閉塞させる建築物は除く（以下同じ））は、

県

 

耐震性なし耐震性有(耐震改修実施済含む）

第 1 節 耐震化の現状 

1 住宅 

平成 15

、耐震化の対象となる昭和 56 年以前の耐震基準（旧耐震基準）で建設された住宅は、14

万6千戸（46%）で全国（39%）に比べて割合が高く、特に木造住宅は約12万戸と耐震化の対

象となる住宅の約 83%を占める。 

県内の既存住宅耐震化の統計

宅数に占める耐震化された住宅の割合を示す耐震化率を、住宅・土地統計調査より推計

すると 65%で、全国平均の 75%をかなり下回る水準となる。 
図表 3 住宅の耐震化の状況（平成 15 年住宅・土地統計

 

昭和５６年以降建築

戸建て住宅 238,400戸 111,000戸

共同住宅 80,000戸 61,700戸

計 318,400戸 172,700戸

34,400戸 111,300戸 65.0%

昭和５６年以前建築
戸数 耐震化率

建築物及び緊急輸送道路等（注）沿い

内に約 3,000 棟あり（推計を含む）、そのうち耐震性があるとされる建築物（推計を含む）は

約 1,700 棟で、耐震化率は約 56％と全国平均（75％）を 19 ポイント下回っている。（別添資

料 5 参照：建築物の耐震化率推計の国の考え方） 

（注）耐震改修促進法第 5 条第 3 項第 1 号に基づき県が定める道路をいう。 

図表 4 多数の者が利用する建築物の耐震化の状況

 

昭和 56 年 5 月以前に建築された多数の者が利用する建築物は、約 1,500 棟であるが、

学校 1,787 棟 107 棟 863 棟 54.3%
体育館（一般公共に供されるもの） 248 棟 6 棟 120 棟 50.8%
病院・診療所 155 棟 5 棟 75 棟 51.6%
集会場・公会堂 35 棟 3 棟 17 棟 57.1%
老人ホーム等 73 棟 0 棟 35 棟 47.9%
幼稚園・保育所 83 棟 5 棟 40 棟 54.2%
庁舎 178 棟 3 棟 86 棟 50.0%
その他 435 棟 98 棟 210 棟 70.8%
合計 2,994 棟 227 棟 1,446 棟 55.9%

注）棟数、昭和56年６月以降の耐震性有数は別添資料5に準ずる推計による。

建物用途 耐震化率棟数
昭和56年6月以降

耐震性有

昭和56年5月以前
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そのうち、耐震性があるとされる建築物は、約 200 棟（約 15％）である。 

前のこれら建築物のうち、棟数の多い、あ

る

ていない建築

物

 

これは、法の規定が、努力義務規定で強制力がないことや耐震改修等には相当の費用

を要することなどの理由から耐震化が進んでいないものと想定される。 

また、用途別に見ると、学校で耐震改修済が約 80 棟と改修の取り組みが進んでいるが、

他の用途は取り組みが進んでいるとはいえない。 

政策的には第2節、第3節で述べる新耐震基準による建築物も含めた耐震化の目標値と

いった統計的検討のみならず、昭和 56 年 5 月以

いは耐震化率の低い、学校、体育館、病院・診療所、老人ホーム等、庁舎の耐震改修を

いかにして進めていくかについて個別・具体的に検討していく必要がある。 

また、耐震診断を行った建築物は全体で約 30％であるが、民間の建築物にあっては、約

20％にとどまっており、耐震診断が進んでいないために、耐震性が確認され

が多く存在している。 

図表5－1 多数の者が利用する建築物の耐震化の状況（昭和56年5月以前の建築物・

用途別） 

図表5－2 多数の者が利用する建築物の耐震化の状況（昭和56年5月以前の建築物・

所有者別） 

924 (827) 棟 232 棟 28.1% 28 棟 79 棟 107 棟 11.6%

128 (128) 棟 38 棟 29.7% 1 棟 5 棟 6 棟 4.7%

80 (42) 棟 4 棟 9.5% 2 棟 3 棟 5 棟 6.3%

18 (16) 棟 2 棟 12.5% 1 棟 2 棟 3 棟 16.7%

38 (37) 棟 4 棟 10.8% 0 棟 0 棟 0 棟 0.0%

43 (14) 棟 7 棟 50.0% 3 棟 2 棟 5 棟 11.6%

92 (88) 棟 20 棟 22.7% 3 棟 0 棟 3 棟 3.3%

225 (120) 棟 58 棟 48.3% 90 棟 8 棟 98 棟 43.6%

1,548 (1,272) 棟 365 棟 28.7% 128 棟 99 棟 227 棟 14.7%

：高知市内の高知市有・民間を除く

学校

体育館（一般公
共に供されるも

病院・診療所

集会場・公会堂

合計

老人ホーム等

幼稚園・保育所

庁舎

その他

用途 棟数
断済 診断の結果耐震性有

耐震診断率 耐震化率
耐震改修済 計

耐震診 耐震性有

6 

県 600 (600) 棟 170 棟 28.3% 56 棟 8 棟 64 棟 10.7%

市町村 691 (550) 棟 172 棟 31.3% 59 棟 68 棟 127 棟 18.4%

民間 257 (122) 棟 23 棟 18.9% 13 棟 23 棟 36 棟 14.0%

計 1,548 (1,272) 棟 365 棟 28.7% 128 棟 99 棟 227 棟 14.7%

：高知市内の高知市有・民間を除く
 

所有者 棟数
耐震診 耐震診 耐震耐震性有

断済 診断の結果耐震性有断率 化率耐震改修済 計



 

第 節 耐震改修等の目標の設定 

でに、住宅及び多数の者が利用する建築物の耐震

化

化の目標数値については、定期的に検証することとし、住宅については住宅・

土

 多数の者が利用する建築物等の目標 

 

住宅の耐震化率について、国の目標（耐震化率を 75%から 90%とすること）のシグナル効

まえ、現状の約 65%を平成 27 年度までに、約 90%とすることを目標とする。 

要

者が利用する建築物の目標 

数の者が利用する建築物全体の耐震化率を平成 27 年度までに約 90％とすることを目

る。 

築物の耐震化の目標 

校、体育館、病院、集会場、庁舎、公的住宅（公営住宅、改良住宅）は、地震などの災

災上重要な施設である。 

現状　注１） 目標（Ｈ２７年度）　注２）

2

国の基本方針では、平成 27 年度ま

率を現状の 75％から少なくとも 90％とすることを目標としている。本県の耐震化の現状は、

住宅で約 65％、多数の者が利用する建築物で約 56％と全国平均の約 75％に比べ低い状

況にある。 

なお、耐震

地統計調査に併せて 5 年ごとに、多数の者が利用する建築物は 3 年ごとに実態の把握を

行うこととする。 

図表 6 住宅及び

約 318,400 戸 約 302,000 戸

うち耐震性有 約 207,100 戸 （約 65% ） 約 271,800 戸 （約 90% ）

うち耐震性無 約 111,300 戸 （約 35% ） 約 30,200 戸 （約 10% ）

約　 2,990 棟 約　 3,300 棟

うち耐震性有 約　 1,670 棟 （約 56% ） 約　 2,970 棟 （約 90% ）

うち耐震性無 約　 1,320 棟 （約 44% ） 約　 330 棟 （約 10% ）

注１）現状の数値は、住宅は、平成１５年住宅・土地統計調査による。多数の者が利用する建築物は、
平成１８年度高知県調査による（別添資料5に準じた推計による。）。
注２）平成２７年度の推計は、別添資料5に準じた過去のトレンド等からの推計によるものに、今後の政
策効果等を加えたもの。

住宅　総数

多数利用建築物　総数

1 住宅の目標 

果や政策効果も踏

この耐震化率目標を達成するためには、滅失する住宅や今後新築される住宅の耐震化

率向上への影響を考慮しても、今後 10 年間で約 4 万 4 千戸余りの既存住宅の耐震化が必

となる。 

 

2 多数の

多

標とする。 

なお、今後、市町村耐震改修促進計画の策定状況により、必要に応じて目標値を修正

するものとす

 
第 3 節 公共的建

学

害が発生した場合には、避難場所等となり防
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また、老人ホーム等の社会福祉施設、幼稚園・保育所などは災害時に自らが避難するこ

とが容易ではない利用者に使用される施設である。 
このため、これらの公共的な建築物で、多数の者が利用する建築物の耐震化の目標も約

90％とするとともに、第 1 節の 2 で述べたような個別・具体的な施策を検討していくこととする。 

図

共

進検討チーム」において今後の耐震化の進め方を整理しており、

後ともその方針に従って取り組みを継続していく。（別添資料 6 参照：公共的建築物の

約 1,790 棟 約 1,980 棟

表 7 各用途別目標 

現状　 目標（Ｈ２７年度）

 
また、その他の公共建築物も含めた総合的対応として、南海地震対策推進本部の「公

うち耐震性有 約 970 棟 （約54% ） 約 1,782 棟 （約 90% ）

うち耐震性無 約 820 棟 （約46% ） 約 198 棟 （約 10% ）

約　 250 棟 約　 280 棟

うち耐震性有 約　 130 棟 （約52% ） 約　 252 棟 （約 90% ）

うち耐震性無 約　 120 棟 （約48% ） 約　 28 棟 （約 10% ）

約 160 棟 約 170 棟

うち耐震性有 約 80 棟 （約50% ） 約 153 棟 （約 90% ）

うち耐震性無 約 80 棟 （約50% ） 約 17 棟 （約 10% ）

約　 40 棟 約　 40 棟

うち耐震性有 約　 20 棟 （約50% ） 約　 36 棟 （約 90% ）

うち耐震性無 約　 20 棟 （約50% ） 約　 4 棟 （約 10% ）

約 70 棟 約 80 棟

うち耐震性有 約 40 棟 （約57% ） 約 72 棟 （約 90% ）

うち耐震性無 約 30 棟 （約43% ） 約 8 棟 （約 10% ）

約　 80 棟 約　 90 棟

うち耐震性有 約　 50 棟 （約63% ） 約　 81 棟 （約 90% ）

うち耐震性無 約　 30 棟 （約38% ） 約　 9 棟 （約 10% ）

約 180 棟 約 200 棟

うち耐震性有 約 90 棟 （約50% ） 約 180 棟 （約 90% ）

うち耐震性無 約 90 棟 （約50% ） 約 20 棟 （約 10% ）

約　17,100 戸 約　17,100 戸

うち耐震性有 約　14,000 戸 （約82% ） 約　15,400 戸 （約 90% ）

うち耐震性無 約　3,100 戸 （約18% ） 約　 1,700 戸 （約 10% ）

注１）図表６の注１、２参照。

注２）公的住宅は階数が2以下あるいは延べ面積が1,000㎡未満のものも含む。

老人ホーム等

幼稚園・保育所

公的住宅（Ｈ18度末）

庁舎

病院・診療所

集会場・公会堂

体育館

学校

的建築物の耐震化の促

今
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耐

南海地震が発生した際、その建物の利用者の安全を確保することはも

より、応急救助や被災者支援などの行政として果たすべき役割を適切に発揮できる建物

る建物であることな

ど

標に耐震化に努めていく。また、併せて耐震診断に基づく耐震性能リス

トに

震化の進め方） 
 
第 4 節 県有建築物の耐震化実施計画（担当課：危機管理課） 

県有建築物には、

と

であること、さらには被災者の避難施設などに緊急的臨時的に転用でき

、多面的な役割が求められる。 

このため、県有建築物の耐震改修が急がれるところであるが、厳しい財政状況の中で一

斉に改修を行うことは困難であり、優先順位の評価を行い、優先順位の高いものから順次

耐震改修を行う。 

具体的には、耐震性が不十分な県有建築物のうち、優先度の高い建物を「県有建築物

の耐震化実施計画」（平成 19 年 2 月高知県南海地震対策推進本部決定）に位置付けて、

平成 26 年度末を目

ついても、平成 19 年 4 月以降、順次公表していく。（別添資料 7 参照：県有建築物の耐

震化の進め方） 
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第 章 建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための施策 

1 節 耐震診断・改修に係る基本的な取組方針 

県、市町村、建築物所有者、建築関係技術者、建築関係団体、自主防災組織等(注）は、1
携を図りながら、耐

(

火、避難誘導、救護等の活動を行うために組織しているものをいう。町内会や自治会のような、

地域の集まりであっても、その目的のひとつに「防 る取り組み」が含まれていれば、自

。 

 
1 県等の実施体制 

震対策推進本部（平成 15 年 2 月設置）（担当課：危機管理課） 

県は、南海地震対策の総合的な調整及び施策の円滑な推進を図るため、知事を本

海地震対策推進本部」を設置しており、その下で「耐震改修促進

く

りを進めている（平成 19 年度中を目途にとりまとめていく予定）。条例制定後は、こ

れ

（

、建築指導課） 

地震時の災害に備え、県及び市町村の緊密な連携のもとに、「既存建築物」の地震

的確に実施するため、高知県既存建築物耐震対策推進協

議

、計画の周知徹底や、計画推進のための連絡調整を図るもの

と

8 参照：協議会組織概要） 

 

 

3

第

に述べる県の計画の実施体制も考慮しながら、2 に示す役割のもと、連

震改修を進める。 
注）災害が発生したときに、被害を最小限にとどめ、または軽減するため、地域住民が初期消

災に関す

主防災組織である

（1）高知県南海地

部長とする「高知県南

法」の立法趣旨も踏まえながら、県有建築物や公共的建築物等の耐震化を進めてい

。 

また、南海地震に備えるため、平成 18 年度から有識者と公募委員で構成する「南海

地震条例づくり検討会」を中心に、県民が主体的に参画できる南海地震条例（仮称）

づく

をよりどころとして、既存建築物の耐震化も含めて、県民一人ひとり、各界各層にお

ける具体的行動の実践に向けた取り組みに展開していく（「県民運動」としての広が

り）。 

 

2）高知県既存建築物耐震対策推進協議会（平成 16 年 6 月設置）（担当課：住宅

企画課

対策の総合的、計画的な推進を図るため、また、地震発生後の余震等による建築物へ

の二次災害防止対策等を

会を設置している。 

本協議会は、①木造住宅耐震診断相談部会、②木造住宅耐震改修技術者育成部会、

③特定建築物等耐震対策部会、④応急危険度判定部会、の 4 部会を内部に持ってい

る。本協議会を活用し

する。 

また、地震発生後の被災建築物に対する応急危険度判定についても、県と市町村

及び関係団体が連携を取りながら、的確な実施を図るための体制づくりを確保する。

（別添資料
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（ 設立） 
四国内の社団法人建築士事務所協会が中心となって、「四国耐震診断評定委員

会」を設立し、「既存建築物」の耐震診断結果及び耐震改修計画の評定を行っている。

市長)が「耐震改修促進法」に基

づ

2 

（

県は広域的な観点から、自ら又は関係市町村及び関係団体と連携しながら下記の

耐震改修促進計画の策定 

の実施、促進 

的な実施 

等の促進 

震改修等の誘導 

る指導・助言・指示・公表 

物に対する改修計画の認定 

③

④

マップによる注意喚起 

注意喚起、普及、啓発 

 

連携による家具の転倒対策、ブロック塀の転倒対策

⑤

○ 携による、耐震改修等に関する技術者の養成 

提供、技術的支援等 

（2）

た耐震改修等の促進の

ための施策を行うことが重要である。また、住民、自主防災組織等の活動を支援し、

のことを実施する。 

3）四国耐震診断評定委員会（平成 11 年

なお、判定結果については、所管行政庁(知事・高知

く改修計画の認定審査を行う際に、参考資料として活用している。 

 
役割分担 

1）県 

施策を行う。 

①高知県

○県計画の策定、見直し 

② 耐震改修等

○県有建築物の耐震改修等の計画

○民間建築物の耐震改修

○重点建築物の設定及び耐

○耐震改修促進法に基づく特定建築物に対す

○耐震改修促進法に基づく所管建築

技術者養成・把握 

○耐震改修・耐震診断に関する技術者の養成・把握 

所有者等に対する普及啓発、情報提供 

○広域的な地震防災

○耐震相談窓口の設置、運営 

○所有者等に対する耐震性向上に関する

○無料の耐震相談会、耐震講習会等の実施

○市町村、自主防災組織等との

等の実施 

市町村、建築関係団体との連携 

○市町村、建築関係団体との連携体制の構築 

建築関係団体との連

○市町村、建築関係団体への情報

 

市町村 

市町村は住民の最も身近な立場から、地域の実情に応じ

連携して下記
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①

計画的な実施 

の誘導 

の実施の他、税制補助のため

○ 基づく所管建築物に対する改修計画の認定(所管行政庁のみ) 

③ 及啓発、情報提供 

具の転倒対策、ブロック塀の転倒対策等

④

○県、建築関係団体との連携体制の構築 

 

（

として取組むことが不可欠であり、所有

者等は下記のことを実施する。 

の耐震性を確認するための耐震診断の実施 

 

（4）

力や、専門的知

識を有する建築関係技術者として所有者への適切なアドバイス等、下記のことを実施

①

改修等の実施 

実施 

③

受講、登録 

市町村耐震改修促進計画の策定 

○市町村耐震改修促進計画の策定、見直し 

②耐震改修等の実施、促進 

○市町村有建築物の耐震改修等の

○民間建築物の耐震改修等の促進 

○重点建築物の耐震改修等

○耐震診断に対する専門家の派遣や、各種補助事業

の証明等の実施 

○避難路等の設定 

○耐震改修促進法に基づく特定建築物に対する指導・助言・指示・公表(所管行政庁のみ) 

耐震改修促進法に

所有者等に対する普

○相談窓口の設置・運営 

○所有者等に対する耐震性向上に関する注意喚起、普及、啓発 

○自主防災防災組織等との連携による家

の実施 

○必要に応じた、詳細な地震防災マップの策定による注意喚起 

県、建築関係団体との連携 

3）建築物所有・管理者等 

建築物の耐震化は、所有者等自らの問題

○自ら所有・管理する建築物

○耐震診断の結果に基づく、必要に応じた耐震改修・建替の実施 

建築関係技術者 

県、市町村が実施する耐震改修等を促進するための施策への協

する。 

所有者等に対する普及啓発、情報提供 

○所有者等に対する耐震性向上に関する適切な助言 

②耐震

○耐震診断・耐震改修等の業務の適切な

技術の向上、研鑽 

○耐震診断講習会の
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○耐震改修等に関する技術の向上、研鑽 

 

（5）

するための施策への協力や、中立的な

立場から建築物の所有者等への適切なアドバイスや、所有者等、技術者及び行政等

を実施する。 

①

会等の実施 

る技術者向けの講習会の実施 

③

評定委員会の運営 

④

等の促進のための県、市町村への協力 

 

（  

自 の把握に努める。 
①住宅の耐震化、家具転倒防止対策等の学習会の実施 

危険箇所の点検 
 

3 事

住 まず、住宅・建築物の所有者・管理者（以下

「所有者等」）が自らの問題、地域の問題として取り組むことが不可欠である。 
等の取り組みをできる限り支援するという観点から、市町村と連携

し

 

西方沖地震や宮城県沖地震などでみられるように、地震の発生に

より窓ガラスや天井といった建物の 2 次部材の落下等による人身事故や、ブロック塀の倒

 

していないと考えられる建築物に

対

建築関係団体 

県、市町村が実施する耐震改修等を促進

と連携し、下記のこと

所有者等に対する普及啓発、情報提供 

○耐震相談窓口の設置・運営 

○無料の耐震相談会、耐震講習

②技術者の養成 

○耐震診断・耐震改修等に関す

耐震判定業務の促進 

○四国耐震診断

市町村との連携 

○耐震診断・耐震改修

6）自主防災組織等

主防災活動を通じて、防災知識の普及や地域における災害危険

②ブロック塀等の倒壊

業の実施方針 

宅・建築物の耐震化の促進のためには、

県は、こうした所有者

て所有者等が耐震改修等を行いやすい環境の整備や、負担軽減のための制度などを

検討するものとする。 

4 地震時の建築物の総合的な安全対策の方針 

平成 17 年の福岡県

壊、エレベーター内の閉じ込め等事故が起きている。

地震による被害を防止するためには、建物本体の耐震化のみならず、これらの 2 次部

材等の耐震化を図る必要がある。このため、定期報告対象建築物を主に定期報告や建

築物防災査察（注）等の機会をとらえて、現行基準に適合

して、耐震改修等を行うように指導・助言をするなどの措置を講じる。 
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（注

 

には、昭和

56年5月以前に建築された耐震性が不十分な建築物の耐震改修や建替を促進させる必

や建替えが進んでいないと推測される。 

として、「耐震診断・改修す

る

 

平成 15 年度から木造住宅耐震診断事業を、平成 17 年度からは木造住宅耐震改修

54

2

）昭和 35 年以来、建築物に関する防災知識の普及や、防災関係法令及び制度の周知

徹底を図るために、毎年度、一定の規模以上の施設を対象に実施している。 

第 2 節 耐震診断・改修の促進を図るための支援策の概要 

平成 27 年度までの今後 10 年間に耐震化率を目標数値に引き上げるため

要がある。 

昭和 56 年 5 月以前の建築物の中には、耐震性を有する建築物もあると想定されるもの

の、耐震診断を行っていないために、その実態が不明である。このため、耐震性の判断

がされずに耐震改修

また、平成 18 年度に民間の多数の者が利用する建築物の所有者等を対象として本県

が実施したアンケート調査結果では、耐震診断・改修に取り組まれない理由として、「経

済的な理由により対応が出来ないから」、行政に要望すること

ための補助制度をつくってほしい」との回答が多数寄せられた。 

このため、耐震改修等をより一層推進するために、国の補助事業を活用した助成制度

のより一層の充実を図るよう検討することとする。 

図表 8 耐震診断・改修等に取り組まれない理由、行政に望むこと 

1 県が実施する支援策 

（1）現在実施している支援策 

２依頼するための適当な業者がいない、分からない 0

３耐震診断をしても改修の対応が出来ない 16

４経済的な理由により対応が出来ない 35

５大規模地震が起きないと思っている 0

６その他 1

60

１信頼できる技術者、施工者を紹介してほしい 0

２耐震診断・改修について、懇切に相談にのってほしい 0

３耐震診断・改修に関する説明会を開催してほしい 2

４耐震診断・改修に関するパンフレットの配付など、情報提供してほしい 6

５耐震診断・改修するための助成制度をつくってほしい 51

６その他 1

耐震診断・改修に当たって行政に望むこと

回答数選択肢

耐震診断・改修等に取り組まれない理由

１耐震診断・改修の方法が分からない
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事業を実施し、木造住宅の耐震化を推進する市町村を財政的に支援している。 

 
図

 

 
 
 
 

１　趣旨

その他、図表 9 参照。 

表 9 現在実施している補助事業の概要 

２　内容
　①　補助先
　②　補助対象経費

　③　補助率
　④　補助限度額
　⑤　実施期間
　⑥　備考

市町村
昭和56年以前に建築された木造住宅（共同住宅を含む）の耐震診断
に要する費用

負担割合：県1/4、市町村1/4、国1/2
３万円／戸
平成１５年度～
国制度、「住宅・建築物耐震改修等事業」活用

事業の趣旨及び内容
担当課 住宅課（平成１９年度～（予定））、住宅企画課（～平成１８年度）
事業名 木造住宅耐震化促進事業（改修設計費補助事業）

木造住宅の耐震性を確保するため、木造住宅の耐震診断に要する費
用を助成する。

担当課 住宅課（平成１９年度～（予定））、住宅企画課（～平成１８年度）
事業の趣旨及び内容

事 造住宅耐震化促進事業（耐震診断事業）業名 木

１　趣旨

２　内容
　①　補助先
　②　補助対象経費

　③　補助率
　④　補助限度額
　⑤　実施期間
　⑥　備考

耐震診断の後、円滑に耐震改修工事の検討が行えるように、改修のた
する費用を助成する。

２０万円／戸
平成１９年度～（予定）
国制度、「住宅・建築物耐震改修等事業」活用

市町村
木造住宅の耐震改修工事のための設計書の作成に要する費用

２／３　（負担割合：県1/4、市町村1/4、国1/2）

めの設計書の作成に要

１　趣旨

２　内容
　①　補助先
　②　補助対象経費

　③　補助率
　④　補助限度額
　⑤　実施期間
　⑥　備考

平成１７年度～
国制度「地域住宅交付金」活用

市町村
木造住宅の耐震改修工事に要する費用

負担割合（県27.5/100、市町村27.5/100、国45/100）
６０万円／戸

事業名 木造住宅耐震化促進事業（耐震改修事業）
担当課 住宅課（平成１９年度～（予定））、住宅企画課（～平成１８年度）
事業の趣旨及び内容

木造住宅の耐震性を確保するため、木造住宅の耐震改修工事に要す
る費用を助成する。
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16 

１　趣旨

２　内容
　①　補助先
　②　補助対象
　　　経費

　③　補助率
　④　補助限度額
　⑤　実施期間
　⑥　備考

平成15年度～平成１9年度
県単独

私立学校の設置者
昭和56年以前に建築された2階建て以上、または延ベ面積が200㎡を
越す非木造の公舎､屋内運動場等の耐震診断経費

１／２

事業の趣旨及び内容
私立学校児童生徒の安全と、地域住民の応急避難場所の役割を果た
している学校施設の耐震化を推進するため､耐震診断のための費用を
助成する。

事業名 私立学校施設耐震対策支援事業費補助金
担当課 私学・大学支援課

１　趣旨

２　内容
　①　補助先
　②　補助対象
　　　経費

　③　補助率
　④　補助限度額

　⑤　実施期間
　⑥　備考

事業名 保育所耐震診断事業
担当課 幼保支援課
事業の趣旨及び内容 保育所耐震診断事業費補助金

南海地震に備えて、保育所に通う子どもたちの安全を確保するために
施設設置者が実施する耐震診断の費用を助成する。

市町村（高知市を除く公立保育所）、私立保育所設置者（高知市を除
昭和５６年以前に建築された２階建て以上、または述べ面積が２００㎡
を超す非木造の建物の耐震診断費

市町村1/3以内、私立保育所設置者1/2以内
耐震診断費：「耐震判定会資料」の耐震診断料率表を基に算定した額
Ｒ造は、１次診断の構造図・有の耐震診断料率表、Ｓ造は、３次診断の
構造図・有の耐震診断料率表を用いる。
評定手数料：Ｓ造については、四国耐震診断評定委員会規程第９条に
規定する評定手数料

平成15年度～平成１9年度
県単独

１　趣旨

２　内容
　①　補助先
　②　補助対象
　　　経費

　③　補助率
　④　補助限度額

　⑤　実施期間
　⑥　備考

事業名 私立学校施設耐震対策支援事業
担当課 幼保支援課
事業の趣旨及び内容 私立学校施設耐震対策支援事業費補助金

南海地震に備えて、幼稚園に通う子どもたちの安全を確保するために
施設設置者が実施する耐震診断の費用を助成する。

私立幼稚園設置者
昭和５６年以前に建築された２階建て以上、または述べ面積が２００㎡
を超す非木造の建物の耐震診断費

１／２以内
耐震診断費：「耐震判定会資料」の耐震診断料率表を基に算定した額
Ｒ造・Ｓ造それぞれに該当する耐震診断料率表（１次～３次診断の構造
図・有）を用いる。
評定手数料：Ｒ造・Ｓ造とも１次診断以外の場合は、四国耐震診断評定
委員会規程第９条に規定する評定手数料

平成15年度～平成１9年度
県単独

 
 



 

 

 

１　趣旨

２　内容
　①　補助先

　②　補助対象経費

　③　補助率
　④　補助限度額

　⑤　実施期間
　⑥　備考

事業名 幼稚園耐震化促進事業
担当課 幼保支援課
事業の趣旨及び内容 幼稚園耐震化促進事業費補助金

耐震対策を目的として行う幼稚園施設の整備に要する費用について
補助し、園児が安心して生活できる安全な幼稚園づくりを支援する。

市町村及び私立幼稚園の設置者

昭和５６年以前に建築された２階建て以上、または延べ床面積が２００
㎡を超す園舎等にかかる対象工事費（実施設計費及び耐力度調査費
を含む）
耐震補強等工事に係る経費　１／６以内

平成１９年度～（予定）
県単独

１　趣旨

２　内容

　①　補助先
　②　補助対象
　　　経費
　③　補助率

　④　補助限度額
　⑤　実施期間
　⑥　備考

事業名 公立学校施設耐震診断支援事業
担当課 児童生徒支援課
事業の趣旨及び内容

市町村及び学校組合立の幼稚園の園舎、小学校、中学校、高等学
校、養護学校の校舎、屋内運動場及び寄宿舎の耐震化を促進するた
め、耐震診断のための費用を助成する。
公立学校施設耐震診断支援事業費補助金

市町村及び学校組合
昭和５６年以前に建築された２階建て以上、または延べ面積が２００㎡
を超える非木造の建物の耐震診断費
１／３以内

県単独

１　趣旨

２　内容

　①　補助先

　②　補助対象
　　　経費

　③　補助率

　④　補助限度額
　⑤　実施期間
　⑥　備考

耐震補強等工事に係る経費1/6以内　　実施設計に係る経費1/2以内

県単独

新耐震設計法（昭和５６年）以前の基準により建築された公立小中学校
の学校建物の耐震化を向上させるため、耐震補強等工事のための費
用を助成する。

公立小中学校耐震化促進事業費補助金

市町村及び学校組合

昭和５６年以前に建築された２階建て以上、または延べ面積が２００㎡
を超える非木造の建物の耐震補強等工事に係る経費

担当課 児童生徒支援課

事業の趣旨及び内容

事業名 公立小中学校耐震化促進事業
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木

 

の

、

 

常

 

業

者が継続的に技術をレベルアップしていく仕組みづくりを行う。 

具の開発・製造への支援を検討する。 

（2）今後導入を検討する支援策 

耐震性の高い住宅への建替助成など、現在の支援制度の拡充を検討する。また、

造以外の住宅、及び特定建築物への支援制度の創設についても検討する。 

2 市町村が実施する支援策 

（1）現在実施している支援策 
平成 17 年度末現在、県内 35 市町村のうち、木造住宅耐震診断事業は 31 市町村が、

木造住宅耐震改修事業は 21 市町村が制度化しており、これまでに耐震診断 3,151 戸、

耐震改修 10 戸を実施している。（別添資料 9 参照：木造住宅の耐震化促進のため

支援事業の概要） 

 

（2）今後導入を検討する支援策 
制度化していない町村は、速やかに制度化を検討する。 
 

第 3 節 安心して耐震改修を行うことができるようにするための環境整備 

1 消費者への情報提供 

（1）啓発用リーフレットなどの活用 

耐震に関するシンポジウムの開催、テレビコマーシャルやリーフレットによる耐震対策事

業の紹介など、消費者に対して建築物の耐震対策の重要性を啓発する。 

 
（2）事業者の登録、公表 

高知県木造住宅耐震化促進事業を実施する建築士事務所や工務店の登録を行い

その内容を県のホームページなどを通じて公表する。 

 
（3）耐震性がある建築物の情報提供 

耐震改修を実施の有無の判断を容易にするため、定期報告の耐震改修の有無等につ

いての情報を一般に閲覧可能とすることを検討する。 

2 相談窓口の設置 

耐震対策に関する消費者からの問い合わせに対応できるように、専門の技術者による

設の相談窓口を引き続き設置する。 

3 技術者育成 

耐震診断や耐震改修を行う技術者向けの講習会を引き続き実施する。登録された事

県内企業による安価な耐震補強器



 

被

場 し、住民の

安全の確保を図るため、その判定を的確に行う技術者の養成と登録を行っている。）。（別

定とは） 

度判定士講習会の受講者数 

 

第 4 節 地震時の建築物の総合的な安全対策に関する事業の概要 

1 窓ガラスの落下防止対策 

昭和 53 年 6 月に発生した宮城県沖地震における窓ガラスの落下による人身事故の発生

を受け、窓ガラスの固定方法等の建築基準法関連告示が改正（注）された。 

その後、平成 17 年 3 月に発生した福岡県西方地震において、繁華街にある既存不適格

の商業施設の窓ガラスが落下したことにより、この問題が再認識された。 

このため、現行の基準に適合しない窓ガラスを有する建築物については、定期報告の提

出時や防災査察等の実施時に改修・改善指導する。 

（注）昭和 53 年に屋外に面したはめごろし窓のガラス施工の場合、硬化性シーリング材を使用し

ないよう基準が改正された。 

 
2 大規模建築物における天井崩落対策 

平成 14 年に発生した芸予地震により、学校の体育館の天井が崩落したことを受けて、天

井の振れ止めの設置やクリアランスを取るなどの対策（「大規模建築物の天井崩落対策に

ついて（技術基準）」）（平成 15 年 10 月 15 日付け国住指発第 2402 号）が作成された。 

その後、平成 17 年 8 月の宮城県沖地震において、技術基準に適合していない屋内プー

の天井が崩落し、負傷者が出たことを受け、体育館などの大規模空間を有する建築物に

ついて国から再度技術基準への適合が求められた。 

このため、耐震改修等の大規模な修繕時を捉え、技術基準に適合するように既存建築物

の所有者、管理者に対して指導・助言を行う。 

 
3 地震時におけるエレベーターの閉じ込め防止対策 

平成 17 年 7 月に発生した千葉県西北部を震源とする地震において、エレベーターの故

平成８年度 310

計 652
の更新を含む） 287

平成14年度（９年度の更新を含む） 138
平成15年度（10年度の更新を含む） 220

645
平 08
現判定士数 566

災建築物応急危険度判定士を養成する（県は、地震により多くの建築物が被災した

合、余震等による建築物の倒壊、部材の落下等から生ずる二次災害を防止

添資料 10 参照：応急危険度判

図表 10 被災建築物応急危険

受講者数（名）(5年ごとに更新が必要)

平成９年度 186
平成10年度 156

平成13年度（８年度

計
成18年度（13年度の更新を含む） 2

ル
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障・損傷等や閉じ込め事故が発生したことを踏まえ、エレベーターの地震対策について早

急に取り組む必要がある。 

この地震では、人身危害の可能性のある故障・損傷も報告されているが、1998 年以降の

「昇降機耐震設計・施工指針」（注）（以下「新指針」という。）によるエレベーターでの故障等は

定期報

るととも

（注 機耐

を定

 

昭和 53 年 6 月に発生した宮城県沖地震において、ブロック塀の倒壊により死傷者がでた

ことなどによりブロック塀に関する基準が改正された。 

ブロック塀は、住宅密集地等に設置される事例が多く、地震時に倒壊した場合、人身事

故が発生する可能性があることから、その対策を講じる必要がある。 

このため自主防災組織等を通じ、ブロック塀の安全対策についての周知や、自主防災組

織等による危険マップ作成に対し、市町村が協力を行うなど危険回避対策を講じる。また、

ブロック塀の代わりに生垣等を設置するなどの、地震時に倒壊しないような構法への転換を

ＰＲする。 

 
第 5 節 地震発生時に通行を確保すべき道路に関する事項 

耐震改修促進法第 5 条第 3 項第 1 号に基づき定める道路(以下「1 号道路」という。)は、

地震による建築物の倒壊によって緊急車両や住民の避難の妨げになる道路を定めることと

っている。 

高知県では、平成9年3月に高知県緊急輸送道路ネットワーク計画で緊急輸送を確保す

るために必要な道路（以下「緊急輸送道路」という。）を定めている。（別添資料 11 参照：緊

急輸送道路ネットワーク計画図） 

緊急輸送道路は、地震直後から発生する緊急輸送を円滑かつ確実に実施するために必

要な道路であり、道路の耐震性が確保されているとともに、地震時にネットワークとして機能

するものとして定められている。 

県計画では、緊急輸送道路の第 1 次緊急輸送道路のうち広域的な輸送物資を運ぶ広域

幹線道路と位置づけられた次の道路を 1 号道路として指定する。 

・四国横断自動車道 

・一般国道 55 号 

・一般国道 32 号 

発生していなかった。このため、新指針に適合しない既存エレベーターについて、

告の提出時を捉え、新指針等と同等の耐震化を図る改修・改善等を行うよう啓発す

に、閉じ込め事故防止のため地震時管制運転装置の設置も併せて指導する。 

）建設省（現国土交通省）から委託を受けた（財）日本建築センターに設置された「昇降

震設計・施工指針検討委員会」が、昇降機の耐震設計・施工についての一般的な指針

めたもの。 

4 ブロック塀の倒壊防止対策 

な
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・一般国道 194 号 

・一般国道 33 号 

・一般国道 56 号 

(これらの道路で、緊急輸送道路を定めて以降、バイパス等道路のつけ替え等で道路の

位置を変更した場合は、変更後の道路を 1 号道路とする。) 

なお、緊急輸送道路の見直しがある場合は、必要に応じて 1 号道路の見直しを行う。 

また、人口集中地域、密集市街地において、地震時の避難路を確保するため等に、市町

努めることとし、県は高知市と協議のうえ、高知市内の道路の指定を行うこととする。 

 
る建築物の被害の軽減対策（担当課：砂防課） 

より、その安全度の早期向上を図り、

新

の向上を図る。（住宅

宅

村が市町村耐震改修促進計画に位置づけた道路は、1 号道路とみなす。 

所管行政庁である高知市については、県との連携を図りつつ独自に 1 号道路の選定に

第 6 節 地震に伴う崖崩れ等によ

土砂災害に対する安全度が低く、住宅・宅地開発が進展しない地域において、通常砂防

事業、地すべり対策事業、急傾斜地崩壊対策事業に

たな住宅・宅地供給の推進をする。 
また、既存住宅・宅地においても同事業により、その地域の安全度

地基盤特定治水施設整備事業） 
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第 4 対する安全性の向上に関する啓発及び知識の普及に関する事項 

第 ップの作成・公表 

あたり、建築物の所有者等の意識の向上を図るため、発生のおそれ

が

況

や

状化や崩壊の

危

知県では地震の揺れについては平成 16 年 3 月に県内全市町村の地域で 500ｍメッシ

月に沿

岸

市町村地震防災マップを作成する場合には、国の

助

第 節 相談体制の整備及び情報提供の充実 

震診断や耐震改修など、建築物の耐震化の相談に適切に対応するため、県、市町村、

建築関係団体における耐震相談窓口業務の内容を明確にするとともに、さらにその内容を

充実させる。 

れらの相談窓口においては、耐震診断、耐震改修、税制等についての相談及び情報

提供などを行うこととする。具体の窓口については、高知県の公開ホームページ

（http://www.pref.kochi.jp/）に掲載しているが、これをさらに分かりやすいものとする。 

お、住宅の耐震診断・改修全般の常設の相談機関としては、住宅耐震相談センター

（（ ）高知県建築士事務所協会内、tel:088-825-1240、土日祝日を除く 10 時～16 時）がある。 

 
第 節 パンフレットの作成・配布、セミナー・講習会の開催 

震改修等を促進するため下記の事業を実施する。 
1 啓発用リーフレットなどの活用 

震に関するシンポジウムの開催、テレビコマーシャルやリーフレットによる耐震対策事

業の紹介など、消費者に対して建築物の耐震対策の重要性を啓発する。 
民への家具の転倒防止、ブロック塀の倒壊防止への啓発をする。 

2 多数の者が利用する建築物に対する普及・啓発 

数の者が利用する建築物の耐震化を図るために、定期報告対象建築物については、

章 建築物の地震に

1 節 地震防災マ

建築物の耐震化に

ある地震の概要と地震による危険性の程度を記載した地図（地震防災マップ）の作成が

重要である。 

地震防災マップは、地震による地盤の揺れやすさについて、各市町村の市街地の状

地形・地盤の状況を踏まえ、適切な区分とする必要がある。 

また、地震による揺れやすさだけでなく、地域の状況に応じて、地盤の液

険性、沿岸部の津波の危険性、市街地の火災の危険性、避難の困難さ等に関する項目

についても地震防災マップに盛り込むことが重要である。 

高

ュのマップを作成し、公表している。また、津波の浸水被害については、平成 17 年 6

地域で 12.5ｍメッシュのマップを作成し、公表している。 

地震防災マップを地域の特性に応じた、より地域住民に分かりやすいものとするといった

観点に立って、各市町村が更に詳しい

成制度も活用しながら、県としても情報提供等適切な支援を実施していく。 

 
2

耐

こ

な

社

3

耐

耐

県

 

多
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定期報告に併せて、耐震診断、改修等を促す。 

 
第

ることが効果的である。 

手法に関する情報提供を行

う。

 

4 節 リフォームにあわせた耐震改修の誘導 

耐震改修を促進するためには、設備の更新や、バリアフリー化、リニューアル等のリフォー

ムの機会を捉え

このため、リフォームとあわせて耐震改修が行われるよう事例集、セミナー等を活用して、

リフォームと耐震改修を一体的に行った場合のメリットや、その

 
 

第 5 節 自主防災組織等との連携 

次の南海地震では、強い揺れや津波により甚大な被害が県内全域で想定されることから、

自らの命は自ら守る「自助の取組」と併せて、地域での支え合い・助け合いによる「共助の取

組」が重要となる。 
県は市町村と連携して、津波からの迅速な避難や住宅耐震化、家具転倒防止等の対策

が地域全体での取組となるよう、自主防災組織に働きかけるとともに、積極的な情報提供な

どにより自主防災活動を支援していく。 
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第 の所管行政庁との連携に関する事項 

第 節 耐震改修促進法による指導等の実施 
て、耐震診断等を行い耐震化の状況

調

行うよう指導することとする。 

村との連携により適切な指導を継続して行うこととする。 

談に応じる方法で行う。 
 

2 指示の方針 

1）指示を行う建築物 

耐震改修促進法第 7 条第 2 項に規定する建築物とし、耐震診断の指示を行う優先順

は、①災害時に機能確保が必要な建築物、②災害時に要援護者等の利用する建築

、③その他不特定多数の者が利用する建築物、④危険物の貯蔵場又は処理の用途に

する建築物の順に建築物の状況等により指示を行う。 

耐震改修の指示を行う優先順位は、原則として、「用途」と「耐震性能」を勘案して行うも

とする。 

 
2）指示の方法 

指導及び助言を行っても耐震診断、耐震改修を実施されない場合において、その実

を促し、さらに協力が得られない場合には、具体的に実施すべき事項を明示した指示

を交付する等の方法で行う。 
 

3 公表の方針 

1）公表を行う建築物 

所管行政庁による指示に従わず、耐震診断又は耐震改修が行われない場合には、そ

利用者や周辺の住民に対してその危険性を明らかにする必要がある。 
そのことが指示の実効性を確保する上で有効であることから、社会的影響が大きいと予

5 章 建築基準法による勧告又は命令等について

1

所管行政庁は、特定建築物の所有・管理者に対し

査をするなどの指導をし、耐震診断の結果、耐震性の劣る建築物については、その所有

者・管理者に対して耐震改修等の対策を

指導に当たっては、立入調査等適切な指導を行い、耐震化についての助言等を行う。ま

た、その建築物の耐震化に係る計画等の報告を受け、進捗状況について管理し、関係する

市町

 
1 指導、助言の方針 

（1）指導、助言を行う建築物 
耐震改修促進法第 6 条第 1 項各号に規定する建築物とする。 

 
（2）指導の方法 

「指導」及び「助言」は、既存建築物の耐震診断、耐震改修の必要性を説明して耐震診

断等の実施を促し、その実施に関し相

（

位

物

供

の

（

施

書

（

の
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想されるものや所有・管理者が正当な理由なく指示に従わなかった場合には、社会的責

任を果たさなかったものとして、その旨を公表することとする。 

広く周知できることな

 
る勧告又は命令等の実施 

法第7条第3項の公表を行ったにもかかわらず、建築物の

所有

①構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性について著しく保安上危険であると認

については、速やかに建築基準法第 10 条第 3 項による命令 

②

条第 2 項の命令 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（2）公表の方法 

「公表の方法」については、法に基づく公表であることや、県民に

どから、今後の対策に結びつくこと等を考慮する必要があり、所管行政庁のホームページ

への掲載や各事務所（土木事務所、市町村役場）において掲示を行い、県民が閲覧でき

るようにする。 

第 2 節 建築基準法によ

所管行政庁は、耐震改修促進

者が耐震改修を行わない場合等に次の措置を行う。 

められる建築物

損傷、腐食その他の劣化が進み、そのまま放置すれば著しく保安上危険となるおそれ

があると認められる建築物については、同条第 1 項の勧告や同
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第 6

第

注）本節の語尾等の表現について 
載されている各事項間には当該事項によるべきとする考え方に差

ているもの。 
②～ことが望ましい。～ことは望ましくない。 

る運用が想定されていると県が考

章 その他建築物の耐震診断及び耐震改修の促進に関し必要な事項 

1 節 市町村が定める耐震改修促進計画に関する事項 

（

本節に記

異があることから、次のような考え方で記述している。 
①～べきである。～べきでない。 
法令、制度の趣旨等から記述された事項による運用が強く要請されると県

が考え

制度の趣旨等から、記述された事項によ

えているもの。 
③～ことが（も）考えられる。 
記述された事項による運用を県が例示的に示したもの。 

 
耐震改修促進法では、市町村における耐震改修促進計画の規定は設けられていないも

ののその策定は努力義務となっている。 

かし県計画を勘案し、国の住宅・建築物耐震改修事業を活用するために、全ての市町

村において、平成 19 年度中に、各市町村の耐震改修促進計画の策定を目指すことが望ま

しい。 

 
1 市町村耐震改修促進計画の基本的な考え方 

の基本方針や県計画の内容を勘案しつつ、地域の状況を踏まえ、優先的に耐震化に

着手すべき建築物や重点的に耐震化すべき区域の設定、地域住民等との連携による啓発

活動等について検討し、計画に記載することが望ましい。 
た、県の地震防災マップを踏まえ、より詳細な地震防災マップの作成が考えられる。 

 
2 建築物の耐震診断及び耐震改修の実施に関する目標 

の基本方針や県計画の目標を踏まえ、各市町村において想定される地震の規模、被

害の状況、建築物の耐震化の現状等を勘案して目標設定することが望ましい。 

標の設定については、可能な限り、住宅、学校、病院等建築物（民間の学校、病院等

を含む。）の用途ごとに目標を設定する。 

た、定めた目標については、必要に応じて見直しを行うこととし、その旨を耐震改修促

進計画に記載することが望ましい。 

標の設定に当たっては、防災部局、衛生部局、道路部局、教育委員会等の関係部局

と十分に連携を図る必要がある。 

また、市町村有建築物については、第 2 章第 4 節の県有建築物の耐震化計画の取組み

し

国

ま

国

目

ま

目
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を踏まえ、これに準ずる取り組みを速やかに進めることが望ましい。 
 
3 建 図るための施策 

建築物

組み方

また、具体 に係る助成制度等）の方針に加え、安心

して耐震改

等の情報 震等の総合的な安全対策（ブロック塀の倒壊防止対策、

窓ガラス等の 望ましい。 
また、重点

域設定の 耐震化を図る公共建築物の選定方針を適宜、記載することが

考えられる。

 
4 建築物の地震に対する安全性の向上に関する啓発及び知識の普及 

築物の所有者等の意識啓発を図るため、発生のおそれがある地震の概要と地震によ

る危険性の程度等を記載した地図（地震防災マップ）の作成について記載することが望まし

い。 
地震防災マップは、地震による地盤の揺れやすさについて、個々の建築物の所在地が

認識可能となる程度に詳細なものとすることが望ましい。 
なお、各市町村の市街地の状況や地形・地盤の状況を踏まえ、適切な区分となるように

ることが考えられる。 
また、地震による揺れやすさだけでなく、地域の状況に応じて、地盤の液状化や崩落の

危険性、市街地の火災の危険性、非難の困難さ等に関する地震防災マップの作成につい

ても取り組むことが考えられる。 
所有者等からの相談体制の整備（相談窓口の設置など）、情報提供（耐震改修工法、費

用、事業者情報、標準契約書、助成制度の概要、税制等）に関する事業等について記載す

ことが望ましい。 
耐震診断・改修に関する事業の促進に資するためのパンフレットの作成・配布、セミナ

ー・講習会の開催、耐震改修事例集の作成等の事業、市町村が行う広報活動（住宅月間、

建築物防災週間、防災週間等の期間における集中的な実施）、家具等の転倒防止対策等

について、関係団体との協力・連携方策も含めて記載することが望ましい。例えばパンフレ

ットの作成については、単に作成することを記載するのではなく、作成したパンフレットを全

戸に配布して耐震診断の実施を促す等、具体的に取り組む事業を記載することが考えられ

る。 
また、住宅設備のリフォーム、バリアフリーリフォーム等の機会を捉えて耐震診断の実施を

促すことが重要であり効果的であると考えられる。あわせて工事を行うことにより費用面での

築物の耐震診断及び耐震改修の促進を

の所有者等と市町村との役割分担の考え方、実施する事業の方針等基本的な取

針について定めることが望ましい。 
的な支援策（耐震診断及び耐震改修

修を行うことができるようにするための環境整備（相談窓口の設置、事業者情報

提供の充実）の方針、地

落下防止対策等）に関する方針等を記載することが

的に耐震化に着手すべき建築物の設定の考え方、重点的に耐震化すべき区

考え方、優先的に

 

建

す

る
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メリットもある。 
このため、リフォームとあわせて耐震改修が行われるよう、リフォーム事業者等との連携策

するための地域の協議会

に

る。 

5 

る。 

業の概要 

高率となっており、保険の必要性に対する意識が高まってきている（損

害

災建築物応急危険度判定等の実施等 

等について記載することも考えられる。例えば、耐震改修を促進

リフォーム業者の参画を求めること、リフォームと耐震改修を一体的に行った場合のメリット

に関する情報提供を行うことなどが考えられ

地域における自主防災活動等を通じて、地域防災対策の啓発・普及を行うことが効果的

であり、市町村耐震改修促進計画では、県との役割分担も含め、自主防災組織等との連携

策や取り組み支援策について記載することが考えられる。 
 

建築基準法による勧告又は命令等の実施（所管行政庁のみ） 

所管行政庁は、第 5 章の記述に準じ、市町村耐震改修促進計画に記載することが望まし

い。 

 
6 その他耐震診断及び耐震改修の促進に関し必要な事項 

関係団体、地域住民等との連携を図り、円滑かつ適切な耐震診断・改修が行われるよう

にする観点から、協議会の設置及び協議会が行う事業の概要等について記載することが考

えられ

 
第 2 節 関係団体による協議会の設置、協議会による事

第 3 章で述べた、高知県既存建築物耐震対策推進協議会における取り組みを継続して

進めることとする。 

 
第 3 節 その他 

1 地震保険の加入促進 
本県では、地震保険の加入世帯率は 19.4％と全国平均よりも 0.7 ポイント下回っているが、

2005 年度の一年間に契約された火災保険のうち地震保険が付帯されている割合は 66.5%と

都道府県別では最

保険料率算出機構調べ（2005 年度末））。 

地震が発生した場合には、倒壊した家屋を持つ被災者は多くの負債を抱えることになる

場合が多く、自身の財産を保護するためには、地震保険への加入も有効な手段と考えられ

ることから、県、市町村などは、広報などにより引き続き地震保険の加入の促進に努めること

とする。 

 

2 被

地震により建築物及び宅地等が被害を受け、被災建築物等の危険度判定が必要な場合

は、市町村は県との連携により判定実施本部等を設置し、必要な措置を講ずる。 
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また、災害救助法に規定する応急仮設住宅の建設を必要に応じて行うとともに、公営住

宅

3 

等の公的賃貸住宅の空家住居の提供等を行うこととする。 
さらに、被災した住宅・建築物についての相談業務等、地震被災時においても、適切な

対応を行う。 
 
その他 

その他必要な事項は別途定める。 
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別添資料２ 

(定期報告対象建築物一覧) 

定期報告対象建築物一覧 
用  途 規  模 

劇場、映画館、演芸場、

観覧場(屋外観覧場を除

く。)又は公会堂 

客席の床面積の合計が 200 平方メートルを超えるもの又は主階

が避難階にないもの 

集会場 客席の床面積の合計が 300 平方メートルを超えるもの又は主階

が避難階にないもの 

キャバレー、ナイトクラ

ブ、バー、ダンスホール、

遊技場、公衆浴場、待合、

料理店又は飲食店 

3 階以上の階でその用途に供する部分の床面積の合計が 200 平

方メートルを超えるもの、地階でその用途に供する部分の床面

積の合計が 100 平方メートルを超えるもの又はその用途に供す

る部分の床面積の合計が 500 平方メートルを超えるもの 
百貨店、マーケット、展

示場又は物品販売業を営

む店舗 

3 階以上の階でその用途に供する部分の床面積の合計が 200 平

方メートルを超えるもの、地階でその用途に供する部分の床面

積の合計が 100 平方メートルを超えるもの又はその用途に供す

る部分の床面積の合計が 1,000 平方メートルを超えるもの 
ホテル又は旅館(簡易宿

所を含む。) 
3 階以上の階でその用途に供する部分の床面積の合計が 200 平

方メートルを超えるもの、地階でその用途に供する部分の床面

積の合計が 100 平方メートルを超えるもの又はその用途に供す

る部分の床面積の合計が 500 平方メートルを超えるもの 
病院、診療所(患者の入所

施設のあるものに限る。)
又は児童福祉施設(保育

所を除く。)等 

3 階以上の階でその用途に供する部分の床面積の合計が 200 平

方メートルを超えるもの又はその用途に供する部分の床面積の

合計が 500 平方メートルを超えるもの 

学校(公立学校を除く。)、
体育館、博物館、美術館、

図書館、ボーリング場、

スキー場、スケート場、

水泳場又はスポーツ練習

場 

3 階以上の階でその用途に供する部分の床面積の合計が 300 平

方メートルを超えるもの又はその用途に供する部分の床面積の

合計が 2,000 平方メートルを超えるもの 

共同住宅(公営住宅及び

改良住宅を除く。)又は寄

宿舎 

3 階以上の階でその用途に供する部分の床面積の合計が 500 平

方メートルを超えるもの又はその用途に供する部分の床面積の

合計が 1,000 平方メートルを超えるもの 
事務所その他これに類す

るもの 
階数が 5 以上で延べ面積が 1,000 平方メートルを超えるものの

うち、3 階以上の階でその用途に供する部分の床面積の合計が

300 平方メートルを超えるもの又は地階でその用途に供する部

分の床面積の合計が 100 平方メートルを超えるもの 
 



別添資料３ 

(特定建築物一覧) 

特定建築物とは 

下表の用途で①に該当する現行基準に適合していない建築物は、特定建築物といい、所有者は診断・改

修努力義務があり（法６条）、所管行政庁による指導・助言を受けることがある（法７条１項）。また、

特定建築物のうち②に該当するものは所管行政庁による指示を受けることがある。 

用     途 ① ② 

小学校､中学校､中等教育学校の前期課程、盲学
校、聾学校若しくは養護学校 

階数２以上かつ 1,000 ㎡
以上 
＊屋内運動場の面積を含
む 

1,５00 ㎡以上 
＊屋内運動場の面
積を含む １ 学校 

上記以外の学校 
階数３以上かつ 1,000 ㎡
以上 

 

 

２ 体育館（一般公共の用に供されるもの） 
階数１以上かつ 1,000 ㎡
以上 

３ ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する運動施設

４ 病院、診療所 

５ 劇場、観覧場、映画館、演芸場 

６ 集会場、公会堂 

７ 展示場 

２,000 ㎡以上 

８ 卸売市場  

９ 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗 

10 ホテル、旅館 
２,000 ㎡以上 

11 賃貸住宅（共同住宅に限る｡）、寄宿舎、下宿 

12 事務所 

階数３以上かつ 1,000 ㎡
以上 

 

13 
老人ホーム、老人短期入所施設、身体障害者福祉ホームその他これら
に類するもの 

14 
老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センターその他
これらに類するもの 

階数２以上かつ 1,000 ㎡
以上 

２,000 ㎡以上 

15 幼稚園、保育所 
階数２以上かつ 500 ㎡以
上 

７５0 ㎡以上 

16 博物館、美術館、図書館 

17 遊技場 

18 公衆浴場 

19 
飲食店、キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他
これらに類するもの 

20 
理髪店、質屋、貸衣装屋、銀行その他これらに類するサービス業を
営む店舗 

２,000 ㎡以上 

21 工場（危険物の貯蔵場又は処理場の用途に供する建築物を除く。）  

22 
車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場を構成する建築物
で旅客の乗降又は待合の用に供するもの 

23 
自動車車庫その他の自動車又は自転車の停留又は駐車のための施
設 

24 郵便局、保健所、税務署その他これに類する公益上必要な建築物 

階数３以上かつ 1,000 ㎡
以上 

２,000 ㎡以上 

25 危険物の貯蔵場又は処理場の用途に供する建築物 
政令で定める数量以上の危
険物を貯蔵、処理する全ての
建築物 

500 ㎡以上 

26 
地震によって倒壊した場合においてその敷地に接する道路の通行
を妨げ、多数の者の円滑な避難を困難とするおそれがあり、その敷
他が都道府県耐震改修促道計画に記載された道路に接する建築物 

すべての建築物  
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１．地震動の決定 

 

 高知県としては、地震動解析による検討の結果、国の中央防災会議が採用している

震源モデル（東南海・南海地震が同時に連動して発生するケース）よりも、震度が大

きく、揺れの強い安政南海地震（1854 年、マグニチュード８.４）を再現した震源モ

デル（南海地震が単独で発生するケース）を被害想定等のための震源として想定する

ことが地震対策上適当と考えました。 

 高知県モデルによって求められた震度分布は、図－1に示します。 
 
 

図－1 震度分布 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1:1000000

20. 0Km0. 0Km 10.0Km

震震震震度度度度

震度3以下
震度4
震度5弱
震度5強
震度6弱
震度6強
震度7

※市町村境界線は平成１６年４月１日時点 

－２－
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３．建物被害の想定 
  
地震動及び津波による建物被害の想定結果を表－3に示します。 

地震動よる建物の被害としては、①揺れによる被害、②火災による被害、③がけ崩

れによる被害、④液状化による被害をとりあげました。地震動による建物被害は、建

物の構造や建築年代（揺れ）、木造・非木造の構成比や木造建物の密度、地域の消防力

（火災）、地域の危険度ランク（がけ崩れ、液状化）などを考慮し求めました。 
また、津波による建物の被害は、過去の津波の被害事例に基づいた浸水深（津波に

より浸水する深さ）と被害区分との関係から求めました。 
 

表－3 建物被害の想定結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）表中「－」は、若干ですが人的被害が生じる可能性があることを表しています。 
（注）市町村合計は端数調整により誤差が生じる場合があります。 

木造 非木造 全壊 半壊 冬18時 冬５時
春夏秋
の昼

全壊 半壊 全壊 全壊 半壊

532,941 414,814 118,127 31,191 50,983 14,042 2,712 8,329 9,942 23,189 2,132 35,735 11,750
高知市 110,497 65,483 45,014 7,516 10,339 5,337 1,091 3,237 1,182 2,758 630 7,454 718

高知市 106,895 62,256 44,639 7,495 10,232 5,337 1,091 3,237 1,113 2,598 629 7,454 718
鏡村 1,956 1,654 302 13 61 － － － 46 106 1 0 0
土佐山村 1,646 1,573 73 8 46 － － － 23 54 － 0 0

室戸市 21,464 19,711 1,753 1,209 2,937 303 14 129 487 1,136 54 1,136 591
安芸市 20,935 18,544 2,391 2,133 3,515 852 154 502 164 383 86 4,188 1,267
南国市 47,944 36,547 11,397 3,102 5,206 1,171 184 671 327 762 157 777 1,760
土佐市 27,668 23,167 4,501 2,135 3,378 995 199 599 528 1,232 120 353 1,182
須崎市 23,294 17,963 5,331 2,487 3,043 1,795 476 1,158 659 1,537 111 4,493 691
宿毛市 17,551 13,330 4,221 952 1,688 207 29 116 689 1,607 66 1,494 325
土佐清水市 11,435 10,522 913 1,209 1,480 344 85 212 514 1,199 57 2,242 171
四万十市 23,166 15,281 7,885 2,366 2,445 919 218 575 889 2,075 166 944 393

中村市 21,039 13,303 7,736 2,365 2,436 919 218 575 817 1,906 163 944 393
西土佐村 2,127 1,978 149 1 9 － － － 72 169 3 0 0

香南市 30,352 23,606 6,746 1,009 2,664 181 8 74 62 146 87 2,779 1,090
赤岡町 2,275 1,723 552 56 175 51 3 26 1 3 5 706 508
香我美町 9,326 7,616 1,710 252 805 15 － 3 36 83 38 591 264
野市町 12,583 9,285 3,298 538 1,172 112 5 44 8 19 26 46 71
夜須町 4,739 3,979 760 148 462 2 － － 16 38 16 782 74
吉川村 1,429 1,003 426 15 50 1 － 1 1 3 2 654 173

香美市 21,942 19,312 2,630 252 982 3 － － 235 548 15 0 0
土佐山田町 11,759 10,461 1,298 133 481 1 － － 56 130 14 0 0
香北町 7,534 6,302 1,232 99 407 2 － － 113 265 1 0 0
物部村 2,649 2,549 100 20 94 － － － 66 153 － 0 0

東洋町 2,127 2,037 90 118 270 3 － － 251 586 8 434 33
奈半利町 3,328 2,891 437 129 339 42 1 21 14 32 13 412 446
田野町 3,241 2,803 438 150 382 78 9 43 4 9 13 817 474
安田町 5,106 4,589 517 314 728 93 16 52 91 212 31 600 350
北川村 621 474 147 22 59 － － － 71 166 2 0 0
馬路村 819 803 16 30 77 － － － 8 18 1 0 0
芸西村 1,748 1,348 400 7 26 － － － 11 27 5 213 70
本山町 5,154 4,555 599 14 87 － － － 114 265 2 0 0
大豊町 11,932 11,177 755 24 168 － － － 346 807 － 0 0
土佐町 2,213 1,906 307 3 15 － － － 220 512 － 0 0
大川村 259 210 49 － 1 － － － 27 63 0 0 0
春野町 11,534 8,709 2,825 1,136 1,572 110 5 47 41 96 56 1,005 221
いの町 24,993 20,663 4,330 780 1,663 466 76 270 545 1,270 93 0 0

本川村 742 674 68 1 7 － － － 19 44 0 0 0
伊野町 17,771 14,373 3,398 748 1,485 466 76 270 270 629 93 0 0
吾北村 6,480 5,616 864 31 171 － － － 256 597 － 0 0

仁淀川町 5,013 4,682 331 22 124 － － － 344 804 － 0 0
池川町 1,169 1,145 24 4 23 － － － 143 333 0 0 0
吾川村 2,107 1,919 188 8 49 － － － 114 267 － 0 0
仁淀村 1,737 1,618 119 10 52 － － － 87 204 － 0 0

中土佐町 11,389 10,610 779 724 1,338 455 68 258 268 624 49 2,386 1,264
中土佐町 8,732 8,200 532 644 1,102 430 68 249 224 522 45 2,386 1,264
大野見村 2,657 2,410 247 80 236 25 － 9 44 102 4 0 0

佐川町 16,108 13,618 2,490 133 542 4 － － 82 191 67 0 0
越知町 9,904 8,123 1,781 54 269 － － － 124 290 16 0 0
檮原町 5,984 5,534 450 55 229 2 － － 49 114 3 0 0
日高村 7,025 5,413 1,612 44 219 2 － － 299 698 26 0 0
津野町 2,943 2,863 80 64 155 158 366 13 0 0

東津野村 1,107 1,075 32 11 46 － － － 85 197 1 0 0
葉山村 1,836 1,788 48 53 109 － － － 73 169 12 0 0

四万十町 26,179 22,059 4,120 1,656 2,792 355 42 192 516 1,203 112 613 169
窪川町 20,119 16,687 3,432 1,507 2,350 349 41 188 89 207 105 613 169
大正町 2,184 2,092 92 77 200 6 1 4 209 488 3 0 0
十和村 3,876 3,280 596 72 242 － － － 218 508 4 0 0

大月町 4,920 4,271 649 122 338 6 － － 141 330 8 21 10
三原村 931 895 36 72 114 － － － 56 130 6 0 0
黒潮町 13,222 11,115 2,107 1,148 1,799 319 37 173 426 993 59 3,374 525

佐賀町 1,643 1,330 313 65 131 2 － － 308 718 7 219 254
大方町 11,579 9,785 1,794 1,083 1,668 317 37 173 118 275 52 3,155 271

県　 合 　計

火災による
建物焼失（棟）

がけ崩れによる
建物被害（棟）

液状化によ
る被害（棟）

津波による
建物被害（棟）市町村名

（18.4.1現在）
旧市町村名

揺れによる
建物被害（棟）

建物棟数

総数
内訳

－５－
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公共的建築物の耐震化の進め方 

 
 

公共的建築物の耐震化の進め方 
 市町村（一部事務組合を含む）・民間の有する学校、病院や社会福祉施設、役場・消防庁

舎などの施設は、災害時には、応急救助活動の拠点や避難場所など重要な役割を担うこと

から、これら建築物を「公共的建築物」と位置付け、その耐震化を進めるための具体的方

策について、利用者の安全及び施設機能の確保の両面から検討した。 

 
 
 
 
 
 
【「公共的建築物の耐震化の促進」検討チーム報告書（抄）】 
１ 検討対象 
  建築物の規模及び構造（木造・非木造）に関わらず、旧耐震基準で建築された建築物

のうち、次の建築物を対象とした。 
①災害時に公共的な役割を担う施設 
z 災害時の情報収集や災害対応を行う建築物（災害対策本部、支部を設置する市

町村の庁舎） 
z 消火、救急・救助活動等を行うための建築物（消防本部、消防署（所）） 
z 災害時に住民等の避難場所として使用されることを目的に市町村の地域防災計

画で指定された建築物（学校校舎・体育館、公民館、コミュニティセンター、

研修センター、津波避難ビル等） 
z 医療救護活動等を行うための建築物（医療機関） 
z その他災害時に重要な役割・機能を果たす建築物（電気、ガス、水道、輸送、

通信、放送などの公益的事業を営む法人の中枢機能施設） 
②その他の公共的施設 
z 災害時に自らの力で避難することが困難な要援護者及び子どもが日常的に利用

する建築物（社会福祉施設、学校校舎・体育館） 
 
２ 耐震化を促進するための当面の取り組み 
（１）所有者等に対する普及啓発、情報提供 

z 耐震改修の先進事例の紹介 
z 南海地震に関する啓発による注意喚起 
z パンフレット等の配付、広報誌による広報等の実施 
z 耐震診断・改修に係る情報提供（シンポジウム・説明会等の開催） 

（２）相談指導体制の充実 
z 施設台帳による耐震診断・改修の進捗状況の把握と、所有者等に対する個別の指

導・助言、働きかけ 
z 施設の状況に適した専門家による相談等に関するアドバイス 

（３）所有者等の費用負担の軽減 
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z 国の現行、又は新たに創設された助成制度や税制上の優遇措置の積極的な活用・

周知 
z 助成制度や税制上の優遇措置の拡充についての国への働きかけ 

（４）計画的な耐震診断・改修の推進 
z 耐震化計画の作成 
z 耐震化率の目標の設定 
z 施設台帳による耐震診断・改修の進捗状況の把握と対策効果の検証 
z 建築物の耐震診断の実施状況や実施結果の住民への公表・周知（まずは県有建築

物から実施） 
 
３ 引き続き検討を行っていく事項 

z 病院、社会福祉施設、避難場所等の「耐震診断助成制度」の創設 
z 耐震改修促進法に基づく指導の強化 
z 恒常的・組織的な相談窓口体制の整備 
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県有建築物の耐震化の進め方 

 
 
 
 
 
 
 
 

県有建築物の耐震化の進め方 
南海地震発生時に多くの県有建築物は、利用者の安全確保だけではなく、応急・復旧対

策の拠点としての機能確保の観点からも耐震性の確保が求められている。 

 

 限られた財源の下、効率的・効果的に耐震化を進めていくには、優先度の高い建築物か

ら順次進めいていくことが重要であると考え、平成 16 年度及び 18 年度の２段階の検討を

重ねて、県有建築物の耐震化に係る具体的な優先順位を整理した。

【「公共建築物の耐震化計画の策定」検討チーム報告書（抄）】（平成 16 年度） 

【「県有建築物の耐震化実施計画策定」検討チーム報告書（抄）】（平成 18 年度） 
１ 県有建築物の分類（グループ化）による耐震化の推進 （平成 16 年度検討） 

（１）相対的な優先度による分類（グループ化） 
  ①対象建築物 
    昭和 56 年以前の建築基準法に基づいて建築された県有建築物のうち、次のもの。 

・木造以外の建築物で２以上の階を有し、又は延べ面積が 200 ㎡を超える建物 

・木造の建物で３以上の階を有し、又は延べ面積が 500 ㎡、高さが 13ｍ若しくは軒

の高さが９ｍを超える建物 

②対象建築物の分類（グループ化） 
「想定震度」と「地震発生時に考慮すべき建物の用途等」の２つの指標により、

次の表に当てはめて、優先度別に３つのグループ（優先度順に１Ｇ、２Ｇ、３Ｇ）

に分類。 

３項目以上 ２～１項目 ０項目

６強以上 １Ｇ １Ｇ ２Ｇ

６弱 １Ｇ ２Ｇ ３Ｇ

５強以下 ２Ｇ ３Ｇ ３Ｇ

建物の用途等

想
定
震
度

優先度

     ○想定震度：当該建築物が立地している場所の想定震度 
○地震発生時に考慮すべき建物の用途等：以下の７項目 

  ・多数の者が利用する建物 
  ・県営住宅、入所施設、寄宿舎など利用者が日常の生活を営んでいる建物 
  ・災害時要援護者（高齢者、障害者、乳幼児等）の利用を目的とする建物 
  ・災害応急・復旧対策の拠点となる建物（災害対策本部・支部等を設置する建物） 
  ・災害応急・復旧対策を実施する建物（拠点となる建物を除く） 
  ・避難所に指定されている建築物や災害時要援護者の入所施設など避難所等になる建物 
  ・津波で浸水が予想されている区域にある３階以上の建物（津波避難ビルの指定候補含む） 

 
 
 
 
 
 
（２）耐震化にあたっての目標 
   平成 26 年度末を目標に、「１Ｇ」の優先を基本として、耐震補強に取り組む。 
２ 耐震化実施計画（以下「計画」という。）の策定 （平成 18 年度検討） 

（１）計画策定の趣旨 
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   平成 16 年度に掲げた目標の達成に向けて、全庁的に耐震化の優先順位付けを行い、

計画的に耐震化を進めるため、原則として「１Ｇ」に属する県有建築物を対象に計画

を策定（「２Ｇ」の建築物で、災害時に果たす役割が大きいものは、個別具体的に判断

した上で対象に追加）。 
（２）計画における優先順位の考え方 
   「利用者の安全性の確保」と「地震発生後に果たすべき役割の重要性」の両面を考

慮した上で、優先順位付けを行うこととし、基本的な考え方として、「重点建築物」（※）

に該当するものを優先することとし、具体的には、現状の使用形態や地震発生後の果

たすべき機能など固有の実情を考慮する必要から、知事部局、教育委員会、警察本部

の３つの組織別に整理した。 

（※）重点建築物とは

建物の用途等 建築物の例

復旧拠点施設
県・市町村災害対策本部等
消防署、警察署、災害拠点病院

避難施設 避難所に指定された学校・公民館等

ライフライン管理施設 水道・ガス・電気等の管理施設等

ｂ．災害時要援護
者が利用するもの

各種福祉施設
老人保健施設、老人ホーム、養護学
校、児童福祉施設、保育所等

規
模
及
び
地
域

に
よ
る
設
定
及

び
優
先
度 ｃ．その他

（出典：建築物の耐震改修の促進に関する法律に基づく「既存建築物耐震改修促進・実施計画」（H15.12作成））

規模：３階以上かつ2,000㎡以上の建築物
地域：密集住宅事業等により防災上特に重要な区域と位置付
けられた場合、その区域の建築物

a．機能確保が必
要なもの

用
途
に
よ
る
設

置
及
び
優
先
度

 
＜知事部局＞（①～⑥は優先順位） 

① 応急・復旧対策の拠点となる建築物 
② 災害時要援護者が利用する施設のうち入所施設 
③ 災害時要援護者が利用する施設のうち通所施設 
④ 長期的又は緊急的な避難施設（現時点での避難場所の指定の有無に関わらず、地    

域の実情等により避難施設としての確保が必要と判断された建築物） 
⑤ ３階建て以上かつ延べ床面積 2,000 ㎡以上の建築物、又は密集住宅事業等により 
防災上特に重要な区域と位置付けられた場合の当該区域内の建築物 

⑥ 応急・復旧対策を実施する建築物（①を除く） 
  ＜教育委員会＞ 
    多くの児童生徒が一日の大半を過ごす学習・生活の場であることから、基本的に

「学校施設」を優先することとし、具体的には、盲・聾・養護学校（平成 19 年度か

らは特別支援学校）を優先しつつ、学校単位で優先順付け。学校以外の施設につい

ては、利用者や建物の状況等を勘案して、優先順位付け。 
  ＜警察本部＞ 
    地震防災活動の拠点として、県民の生命・財産の保護、治安の維持を目的とする

「警察署」を優先して耐震化を行うこととし、「警察署」については、管轄地域の規
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模（管内人口等）、建築年順及び津波による被害等を勘案して、優先順位付け。 
３ 計画のローリング（見直し）等 
  ・当該計画は、南海地震に備えるために整理するものであり、個別の整備（改築等）

計画がある場合には、これによらないものとする。 
  ・具体的な工法（耐震補強、免震等）の選択や改築の必要性については、一部のもの

を除き、計画による耐震化の順位が到来した時点で検討する。 
  ・今後、耐震診断結果等を踏まえて、当該計画をローリング（見直し）していく。 
４ 耐震化実施計画（平成 19 年２月推進本部決定） 

   （知

 
優先順位

 

事部局）

地上 地下 建築面積 延床面積 診断 設計 工事

1 県庁本館等 庁舎等 高知市 S37.10 ＲＣ 2～6 1 4,536 21,425 Ｈ８、16 Ｈ１９～２０ Ｈ２１～２３

2 安芸総合庁舎 庁舎 安芸市 S44.3 ＲＣ 3 1,280 3,354 Ｈ８ Ｈ２０～２１ Ｈ２２～２４

3 幡多総合庁舎 庁舎 四万十市 S41.2 ＲＣ 3 1 768 3,386 Ｈ８ Ｈ２４ Ｈ２５

4 中央東土木事務所庁舎 庁舎（２棟） 南国市 S45.3、S51.3 ＲＣ 2 411 821 Ｈ１９ Ｈ２４ Ｈ２５

5 中央東福祉保健所庁舎 庁舎（旧棟） 香美市 S49.12 ＲＣ 2 618 1,200 Ｈ１９ Ｈ２４ Ｈ２５

6 高知土木事務所庁舎 庁舎 高知市 S47.3 ＲＣ 3 345 1,036 Ｈ１９ Ｈ２４ Ｈ２５

7 療育福祉センター
本館・難聴幼児通園棟・発達障
害者支援ｾﾝﾀｰ

高知市 S51.3 ＲＣ 2 3,956 7,623 Ｈ２０ Ｈ２４ Ｈ２５

8 高知県保健衛生総合庁舎 衛生研究所・精神保健福祉ｾﾝﾀｰ 高知市 S48.2 ＳＲＣ 5 1,348 4,967 Ｈ２０ Ｈ２４ Ｈ２５

9 須崎総合庁舎 庁舎 須崎市 S45.2 ＲＣ 5 646 3,218 Ｈ８ Ｈ２４ Ｈ２５

中村高等技術学校 本館　他５棟 四万十市 S45.3～S45.8 ＲＣ、Ｓ １～２ 2,332 2,915 Ｈ２２ Ｈ２５ Ｈ２６

高知高等技術学校 本館　他４棟 高知市 S57.3～S58.9 ＲＣ、Ｓ １～3 2,962 4,373 Ｈ２２ Ｈ２５ Ｈ２６

11 牧野植物園 ガラス展示温室 高知市 S44.11 Ｓ 1 495 495 Ｈ２３ Ｈ２５ Ｈ２６

12 永国寺ビル 事務室 高知市 S42.3 ＲＣ 4 297 770 Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６

耐震化の実施（予定）年度面積(㎡)所在地
（市町村）

建築年月 建物構造
階数(階)

10

施設名 棟　　名

（教育委員会）

地上 地下 建築面積 延床面積 診断 設計 工事

1 中村養護学校 校舎（本館）　他３棟 四万十市
S54.10～

S56.2
ＲＣ、S １～3 2,631 5,090 H16～19 H17～20 H18～２１

2 若草養護学校
校舎（特別教室棟）
　[本館及び体育館]

春野町 S54.9
ＲＣ

(一部Ｓ)
2 933 1,865 H15 H19 H20

3 幡多農業高等学校 校舎・専門第２棟 四万十市 S48.3 Ｓ 2 714 1,551 H17 H19 H20

4 窪川高校 体育館 四万十町 S47.10 Ｓ 1 1,044 1,044 H17 H19 H20

5 高知江の口養護学校 校舎（１期工事分）　他２棟 高知市 S49.3～S55.3
ＲＣ

(一部Ｓ)
3 1,796 5,092 H15～17 H20～21 H21～２２

6 盲学校 本館　他３棟 高知市 S54.3～S56.3
ＲＣ

(一部Ｓ)
２～4 2,764 6,955 H15～18 H18～21 H１９～2２

7 若草養護学校 校舎（普通教室棟）　他１棟 春野町 S54.3、S55.3 ＲＣ 2 1,814 4,196 H15、16 H21、22 H22、２３

8 日高養護学校 校舎（第1校舎）　他４棟 日高村 S44.3～S47.3 ＲＣ 2 2,005 4,073 H15～18 H22～24 H23～２５

9 山田養護学校 校舎（高等部棟） 香美市 S56.2 ＲＣ 3 388 1,130 H16 H21 H22

10 高知ろう学校 実習棟（産工被服実習棟） 高知市 S49.5 ＲＣ 2 394 787 H15、20 H21 H22

11 高知工業高等学校 校舎１号館（１期工事分）　他１６棟 高知市 S32.3～S57.3 ＲＣ、S １～4 6,083 15,351 H18～20 H22～24 H23～H2６

12 県民体育館 体育館 高知市 S48.10 ＲＣ 2 6,094 8,901 H19 H22 H23

13 高知追手前高等学校 校舎（本館）　他５棟 高知市 S6.9～S56.1 ＲＣ、S ２，3 5,342 11,914 H17～20 H15～2４ H2２～H2６

14 高知丸の内高等学校 南校舎　他2棟 高知市 S41.3～S42.3 ＲＣ 4 1,388 5,501 H19 H22～25 H23～H2６

15 永国寺第２ビル こどもの図書館・会議室 高知市 S47.8 ＲＣ 3 366 1,010 H20 H24 H25

16 中村高等学校 C校舎（１期工事分）　他３棟 四万十市 S43.3～S56.2 ＲＣ ２，3 1,650 3,931 H15～19 H22～24 H23～H2５

17 幡多農業高等学校 校舎・南舎　他８棟 四万十市 S47.3～S57.4 ＲＣ、S １～3 4,587 7,452 H15～20 H23～25 H24～２６

18 高知農業高等学校 校舎（本館：１号館）　他８棟 南国市 S51.3～S56.3 ＲＣ、S １～4 5,996 15,257 H15～20 H23～２５ H24～２６

19 幡多青少年の家 青少年教育施設 黒潮町 S54.9 ＲＣ 2 1,094 1,192 H20 H25 H26

耐震化の実施（予定）年度
建築年月 建物構造

階数(階) 面積(㎡)
優先順位 施設名 棟　　名

所在地
（市町村）

（警察本部）

地上 地下 建築面積 延床面積 診断 設計 工事

1 高知警察署 警察庁舎 高知市 S47.2 ＲＣ 5 1 683 4,198 Ｈ８ Ｈ１９ Ｈ２１～２２

2 南国警察署 警察庁舎 南国市 S48.3 ＲＣ 2 559 1,333 Ｈ１８ Ｈ２０ Ｈ２２～２３

3 宿毛警察署 警察庁舎 宿毛市 S51.3 ＲＣ 3 386 1,073 Ｈ１８ Ｈ２１ Ｈ２３～２４

4 香南警察署 警察庁舎 香南市 S52.3 ＲＣ 3 368 990 Ｈ１８ Ｈ２２ Ｈ２４～２５

5 本山警察署 警察庁舎 本山町 S49.3 ＲＣ 2 379 1,084 Ｈ１８ Ｈ２３ Ｈ２５～２６

6 警察本部布師田別館 交通機動隊勤務庁舎 高知市 S55.10 ＲＣ
4

(一部5)
535 1,923 Ｈ１９ Ｈ２３ Ｈ２５～２６

7 下知交番 交番庁舎 高知市 S53.3 ＲＣ 2 43 65 Ｈ２２ Ｈ２４ Ｈ２６

※建物構造 ： ＲＣ（鉄筋コンクリート）、Ｓ（鉄骨造）、ＳＲＣ（鉄骨鉄筋コンクリート）

耐震化の実施（予定）年度
優先順位 施設名等 棟　　名

所在地
（市町村）

建築年月 建物構造
階数(階) 面積(㎡)
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(協議会組織概要) 
 

高知県既存建築物耐震対策推進協議会規約 

 

平成 16 年 6 月 22 日 

一部改正 平成 21 年 2 月 10 日 

 

第 1 章 総則 

 

（名称） 

第 1 条 本会は、高知県既存建築物耐震対策推進協議会（以下「協議会」という。）と称する。 

 

（目的） 

第 2 条 協議会は、県内の既存建築物に関する耐震改修を推進するため、県、市町村及び建築

関係団体が連携して、既存建築物の耐震性の向上並びに、被災建築物の応急危険度判定の実

施に係る体制整備を行い、既存建築物の地震に対する安全性の向上と、余震による二次災害を

防止することを目的とする。 

 

（事業） 

第 3 条 協議会は、前条の目的を達成するために、次に掲げる事業を行う。 

（1）木造住宅の耐震改修の促進に関すること 

ア 「木造住宅耐震診断事業」の円滑な推進 

イ 住宅耐震相談窓口の整備 

ウ 「住宅耐震改修技術者育成事業」の円滑な推進 

エ 木造住宅耐震診断士養成及び講習会の実施 

（2）特定建築物等の耐震改修の促進に関すること 

ア 「既存建築物耐震改修促進・実施計画（高知県版）」の円滑な推進 

イ 県、市町村及び建築関係団体の相互支援・協力体制の整備 

ウ 耐震診断及び改修に関する技術者の養成及び講習会の実施 

エ 耐震診断及び改修に関する普及啓発及び相談窓口の整備 

（3）被災建築物応急危険度判定の体制整備、推進に関すること 

ア 市町村における実施体制の整備、応急危険度判定士への連絡体制の整備 

イ 県、市町村及び建築関係団体との相互支援・協力体制の整備 

ウ 全国・中四国応急危険度判定協議会等との連携 

エ 被災宅地危険度判定制度との連絡・協力体制の整備 

（4）その他協議会の目的を達成するために必要な事業 

 

第 2 章 会員 

 

（会員の構成） 

第 4 条 協議会の会員は、高知県、県内市町村及び建築関係団体等により構成され、別紙会員

名簿のとおりとする。 

 

第 3 章 役員 

 

（役員、職務） 

第 5 条 協議会に、次の役員を置く。 

会長   1 名 

副会長  1 名 

部会長  4 名（1 部会に 1 名） 

2 役員は、協議会において会員のうちから選任する。 

8 
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(協議会組織概要) 
 

9 

3 会長は、協議会を代表し会務を総理する。 

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、副会長がその職

務を代理する。 

5 部会長は、部会の会務を執行する。 

 

第 4 章 会議 

 

（会議） 

第 6 条 協議会は、会長が必要に応じて召集し、その議長となる。 

2 会長は、必要に応じ、協議会の会員以外の者の出席を求め、意見を聞くことができる。 

 

第 5 章 部会 

 

（部会） 

第 7 条 協議会は、協議会の運営及び事業の遂行のため、「木造住宅耐震診断相談部会」、「木

造住宅耐震改修技術者育成部会」、「特定建築物等耐震対策部会」及び「応急危険度判定部

会」の 4 部会を設置する。 

2 部会の運営に関する事項の決定並びに部会のメンバーの選任は、協議会が行う。 

3 部会は、部会長が必要に応じて招集し、その議長となる。 

4 部会長は、必要に応じて部会の活動内容を協議会に報告しなければならない。 

5 部会の事務を処理するため、部会毎に事務局を置く。 

 

第 6 章 雑則 

 

（事務局） 

第 8 条 協議会の事務を処理するため、高知県土木部住宅課及び建築指導課に事務局を置く。 

 

（雑則） 

第 9 条 この規約に定めるほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。 

 

附則 

1 この規約は、協議会の設立の日から施行する。 

 

附則   

1 この規約は、平成 21 年 2 月 10 日から施行する。 
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(木造住宅の耐震化促進のための支援事業の概要) 

〈2〉 〈38〉 〈14〉 〈54〉 〈0〉
(1) (8) (4) (13) (0)
199 642 510 1,351 9 9

2 室戸市 10 12 22
3 安芸市 50 32 82
4 南国市 105 100 100 305 1 1
5 土佐市 50 50 100
6 須崎市 56 12 68

〈2〉 〈2〉
(1) (1)
20 31 51

8 土佐清水市 21 25 46
〈4〉 〈4〉
(1) (1)
37 137

（中村市） 100
香南市 252

（赤岡町） 20 9
（香我美町） 27 15

（野市町） 54 33
（夜須町） 50 24
（吉川村） 15 5

香美市 121
（土佐山田町） 30 50

（香北町） 16 10 10
（物部村） 2 3

12 東洋町 20 5 25
13 奈半利町 17 2 19
14 田野町 14 8 22
15 安田町 20 11 31
16 北川村 5 5 10
17 馬路村 8 10 18
18 芸西村 5 7 12
19 本山町 5 8 13
20 大豊町 0
21 土佐町 5 1 6
22 春野町 50 45 95

いの町 16 68
（伊野町） 50
（吾北村） 2

中土佐町 49
（中土佐町） 32 12
（大野見村） 5

25 佐川町 18 18
26 梼原町 16 16
27 日高村 0

津野町 12 22
（東津野村） 10
四万十町 45

（窪川町） 10 10
（大正町） 5
（十和村） 10 10

30 大月町 0
黒潮町 102

（佐賀町） 30 10
（大方町） 40 22

〈2〉 〈40〉 〈18〉 〈60〉 〈0〉 〈0〉
(1) (9) (5) (15) (0) (0)
320 1,590 1,196 3,106 10 10

〈321〉 〈1621〉 〈1209〉 〈3151〉 〈10〉 〈10〉
※ 上段〈　〉書きは共同住宅戸数を示す。

中段（　）書きは共同住宅棟数（内数）を示す。
下段　耐震診断実施棟数（共同住宅含む）を示す。
最下段〈　〉書きは耐震診断実施戸数（共同住宅戸数を含む）を示す。

累計

木造住宅耐震診断・改修事業実績棟数

耐震診断事業

H17
実績

耐震改修事業

四万十市

宿毛市

H15
実績

H16
実績

合計

1 高知市

29

31

24

28

7

23

9

10

11

番号
補助事業
主体名

累計
H17
実績

木造住宅の耐震化促進のための支援事業の概要 

 次期南海地震に備え、県民の安全及び市街地の防災安全性を確保するため、既存木造住宅を対象に高知県木

造住宅耐震対策推進事業を実施します。 

【木造住宅耐震診断補助事業】 
 高知県木造住宅耐震診断士が行う住宅耐震診断への補助 

  対象住宅：昭和５６年５月３１日以前に着工された 

       木造住宅（平屋、又は２階建てまで） 

  個人負担額３千円が必要 

【木造住宅耐震改修費補助】（平成１９年度より拡充予定） 
 上記の耐震診断の結果、「倒壊の可能性がある」と診断された住宅の補強工事費への補助 

  対象住宅：耐震診断の結果評点が1.0未満と 

       診断された住宅 

  補助金額：最高６０万円 

【耐震改修設計費補助】（平成１９年度より新設予定） 
 市町村の実施した耐震診断の結果、「倒壊の可能性がある」と診断された住宅を補強工事を実施することを前提とした、工事の

設計書作成にたいする補助 

  対象住宅：耐震診断の結果評点が1.0未満と 

       診断された住宅 

  補助金額：最高３０万円 

  個人負担３万円が必要 

耐震診断評点分布

1.5～ 1.0～1.5未満 0.7～1.0未満 0.5～0.7未満 0.3～0.5未満 0.3未満 合計

棟数 0 8 52 320

率 0.0% 2.5% 16.3% 100.0%

棟数 2 53 207 331 604 393 1,590

率 0.1% 3.3% 13.0% 20.8% 38.0% 24.7% 100.0%

棟数 1 31 127 267 435 335 1,196

率 0.1% 2.6% 10.6% 22.3% 36.4% 28.0% 100.0%

棟数 3 92 386 3,106

率 0.1% 3.0% 12.4% 100.0%

Ｈ１５

Ｈ１６

Ｈ１７

計

260

81.3%

2,625

84.5%
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(応急危険度判定とは) 

応急危険度判定とは 

応急危険度判定は、大地震により被災した建築物を調査し、その後に発生する余震など

による倒壊の危険性や外壁・窓ガラスの落下、付属設備の転倒などの危険性を判定するこ

とにより、人命にかかわる二次的災害を防止することを目的としています。 

その判定結果は、建築物の見やすい

場所に表示され、居住者はもとより付

近を通行する歩行者などに対してもそ

の建築物の危険性について情報提供す

ることとしています。 

また、これらの判定は建築の専門家が

個々の建築物を直接見て回るため、被

災建築物に対する不安を抱いている被

災者の精神的安定にもつながるといわ

れています。 

   

『 判定ステッカー 』 

応急危険度判定士とは 

応急危険度判定は、市町村が地震発生後の様々な応急対策の一つとして行うべきもので

すが、阪神・淡路大震災のような大規模災害の場合には、判定を必要とする建築物の量的

な問題や被災地域の広域性から行政職員だけでは対応が難しいと考えられます。そこで、

ボランティアとして協力していただける民間の建築士等の方々に、応急危険度判定に関す

る講習を受講していただくことなどにより、「応急危険度判定士」として都道府県が養成、

登録を行っています。 



kenchiku
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別添資料11（緊急輸送道路ネットワーク計画図）



 
 
 
 
 
 

 
 

「建築物の耐震改修促進に関する法律」に基づく 
高知県耐震改修促進計画 

 
平成 19 年 3 月 

平成 21 年 3 月一部改正 

 

高知県土木部建築指導課 
 

〒７８０－８５７０ 高知市丸ノ内１丁目２番２０号 
電 話       （０８８）８２３－９８９１ 

ＦＡＸ       （０８８）８２３－４１１９ 

ホームページ    http://www.pref.kochi.jp/̃shidou-k/ 

Ｅメール      172901@ken.pref.kochi.lg.jp 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※文中において、該当担当部署が明確な場合には、「担当課：○○」のような記載をしてい

ます。 
※参考文献:「山口県耐震改修促進計画案」、「南海地震に備える基本的な方向と当面の取り

組み（平成 19 年 2 月改定）」 
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